
日本ホリスティック獣医師協会 推奨選定制度～品質・安全性の証～ 
 
■ 日本ホリスティック獣医師協会は、各専門分野の獣医師を専門に、また民間企業及び関

連学者等の協力を仰ぎ、愛玩動物と飼い主の健康社会の確立を目指し、幅広い活動を行

っています。多岐にわたる動物ホリスティック獣医療の普及・啓発活動が、国民の皆様

はじめ、様々な業界から高い信頼と評価を得ております。 
この信頼と評価こそが「推奨選定制度～品質・安全性の証～」の基盤になっています。 
推奨を受けた商品は、品質・安全性に優れた商品です。 
 

・ 当協会より認定を受けた企業は様々な得点が利用できます 
1、日本ホリスティック獣医師協会推薦文の利用 

＊ ＊＊＊＊＊＊新聞雑誌、ホームページなどに掲載することが出来ます。 
2、日本ホリスティック獣医師協会推奨品マーク、ロゴ（品質・安全性の証）の利用 
3、無料獣医療相談 
  電話・ＦＡＸでのカウセリングの利用 

＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊当協会推奨商品を使用する一般ユーザーの方々の獣医療相談を

無料でカウンセラーが対応いたします。 
4、薬事法の指導 
5、ホリスティック獣医療に関するセミナーや講習会開催の協力 
6、企業推進業務への支援など 
 
＜推奨の申請から入会の手続きまで＞ 

認定推奨マーク 

1、申請 
・ 申請に必要なもの 
    ①推奨認定品申込み用紙 1 通 
    ②商品見本（サンプル）10 品 
    ③パンフレット 10 部 
    ④会社案内 10 部 
    ⑤直近決算報告書 1 部 
    ⑥分析表 1 部 
    ⑦会社登記簿 1 部  
 
2、審査 
・ 審査過程 
    推奨品選定制度の認定を受けるには、1 次審査・2 次審査・3 次審査の全ての審査

に合格することが必要となります。 
 
 
 
 



          申し込み     

           ↓    申請に必要な①～⑦の上記書類提出 

        1 次審査（製品審査） 
            ↓        製品規格・原材料・表示・臨床について審査 

を行います。 
        2 次審査（企業審査） 
            ↓        2 次審査では申請企業の審査を行います。 
 
        3 次審査（理事会審査） 

           ↓    3 次審査合格は、月に一回開かれる理事会で 

合格 不合格   理事の 3 分の 2 の賛成が必要となります。  

         
          内容 

一次審査  1 製品企画 

●形状・外観・性状に異味・異臭・異物が無いこと等 
         2 原材料 

● 原材料が表示どおり配合・使用されているか 
● 良質の原材料を配合・使用しているか 
● 食品添加物が規格基準に適合しているか 
● 医薬品または医療器として使用されているものが含まれてい

ないか 等  
         3 表示 

● 基本的事項が表示されているか 
● 表示されている摂取量・使用方法が妥当であるか 
● 表示に薬事法・不当景品類及び不当表示法（景品表示法）に抵

触するような表示をしていないか 
● 食品衛生法で規定する表示があるか 
● 一般加工食品としての表示がしてあるか 
● 虚偽・誇大な表現はないか 等 
● 保証書・説明書等が添付されているか 
 

         4 臨床 
● 動物に使用した際の危険性の有無 等 

 



2 次審査     1 広告 
● 基本的事項が記載されているか 
● 医薬品的・医療器具的な事項が記載されているか 
● 医薬品的用法用量を標榜していないか 
● 虚偽・誇大な表現はないか 

         2 販売 
● 営業許可を得ているか 
● 販売方法は的確か（クーリングオフ等消費者の安全を第一に考

えた方法であるかなど） 
 
3 次審査      理事会審査 

● 月一回開かれる理事会で、理事の 3 分の 2 の賛成が必要です  
 
＊ 審査機関は約 1～2 ヶ月となります。上記審査に通った企業の推奨品はどれも品質と安

全性に優れ、一般消費者の方に安心していただける商品となっております。 
 
3、入会 
 
入会にあたり必要な会費 
         （1） ご入会 
              入会金      50 万円 
              年会費       5 万円 
              推奨品 1 品に付、月 1 万５千円（2 品まで）  


